
中小企業の経営の改善および地域活性化のための取り組み状況

中小企業の経営支援に関する取り組み方針

地域密着型金融への取り組み

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

足利銀行は、地域金融機関として下記の取り組み方針のもと、適切に金融仲介機能を発揮し、中小企業等の経営を支
援することを通じて、地域の活性化に寄与していきます。

（1）	新規融資や貸出条件の変更等の申し込みに対する適切な審査（事業性評価の重視）
	 	　顧客ニーズを真摯に把握・理解し、融資審査に当たっては、過去の財務内容や担保・保証に必要以上に依存するこ
となく、事業内容や成長可能性などを適切に評価し、融資や助言を行い支援していきます。特に中小企業者に対して
は、その特性を踏まえた対応に努め、できる限り柔軟に対応していきます。

（2）	経営相談・経営指導等、債務者の経営改善に向けた取り組みに関する支援
	 	　中小企業者とは密度の濃いコミュニケーションを重視したリレーションシップの維持・向上に努め、財務内容の改
善のほか、経営全般のニーズに則った経営改善計画の策定を支援していきます。また、経営改善計画策定後は、債務
者の経営改善計画の進捗状況の確認・検証を継続的に行い、必要に応じて経営改善計画の見直しについて助言するな
ど、足利銀行のコンサルティング機能を発揮したきめ細かな対応を行っていきます。

（3）	取引先企業の事業価値を適切に見極めるための能力の向上
	 	　足利銀行のコンサルティング機能の発揮には、形式的・表面的ではなく、取引先企業の事業価値を適切に見極める
能力が重要となるため、行内研修等により所謂「目利き」能力の向上をはかっていきます。

足利銀行では、『地域と共に生きる』を企業理念として、この企業理念に則った企業活動を永続的に展開するため、「経
営目標」の一つとして、『リレーションシップバンキング～地域を軸とした経営』を以下のとおり定め、地域密着型金融
への取り組みを恒久的なものとして位置づけております。
「①取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮」「②地域の面的再生への積極的な参画」「③地域や利用者に対す
る積極的な情報発信」の3項目を重点事項として、各種施策に取り組んでおります。
今後とも、地域金融機関として、地域における密度の濃いコミュニケーションに基づき、円滑かつ適正な資金供給と
金融サービスの提供に全力を尽くすことにより、地域ならびにお客さまの安定・発展に貢献してまいります。

足利銀行の経営支援に関する態勢整備
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主な支援ツール

【経営改善・事業再生・業種転換等支援】
・経営改善計画策定支援
・中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、
　東日本大震災事業者再生支援機構等の外部機関との連携
・とちぎ中小企業支援ネットワーク、
　とちぎネットワークファンドへの参画
・認定支援機関等の外部専門家との連携

【創業・新規事業開拓の支援】
・創業支援等プロパー制度融資
・あしかが企業育成ファンド
・栃木県産業支援振興センター、商工会、商工会議所等の
　外部機関との連携
【成長段階における支援】
・シンジケートローン、私募債、ABL、リース
・ビジネスマッチング
・各種商談会の企画
・M＆A、事業承継、401K等の支援ツール
・海外ビジネスサポート支援

【経営支援スキル向上のための人材育成】
・中小企業診断士等の各種資格取得の奨励
・研修、トレーニー等による目利き力、経営改善支援スキル向上
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※	2012年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法において、足利銀行は中小企業の支援事業を行う機関として認定され
ています。
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中小企業の経営支援に関する取り組み状況

（1）	創業・新事業開拓の支援

＜2019年度の主な実績＞
○創業・新事業支援に関する融資
・各地公体の創業者向け制度融資	 （16件/総額106百万円）
・「あしぎん地域創生支援資金」	 （57件/総額289百万円）
・「あしぎんニュービジネス支援資金」	 （28件/総額184百万円）

（2）	成長段階における支援・事業拡大支援

○事業性評価の取り組み
・	事業性評価を「経営課題の共通理解～本業支援」の一連の流れととらえ、お客さまとのコミュニケーションに
より重きを置いた取り組みを進めております。こうした取り組みを強化するため2016年9月に外部専門家と提
携し、①本業の成長性等のヒアリング②結果のレポート作成③レポートのフィードバックを実施する仕組みを
導入いたしました。2016年9月からの取り組み開始以降、2019年度末までの実績は、レポート作成3,032社
（内、フィードバック終了は2,942社）となっております。

○事業価値を見極める融資手法の活用
・足利銀行がアレンジャーを務めるシンジケートローン組成　　（17件/総額296億円）
・「あしぎん成長基盤支援私募債」「あしぎん環境配慮型私募債」等による私募債引受　　（303件/総額282億円）

○各種相談会の開催
・2019年		9月
2020年		2月

　	高速道路のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）を管轄するネクセリア東日本株式
会社およびSA・PAのレストラン・売店運営会社計7社と、食品関連企業を対象としたミニ商談
会を開催（2019年9月：出展企業21社、2020年2月：出展企業16社）

・2019年11月　	栃木県内6信用金庫、2信用組合と共同で、「ものづくり企業展示・商談会2019」を開催（出展
企業総数198社、うち当行からの出展企業108社）

○「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」への取り組み
・	認定支援機関として2018年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の申請書作成支援
を目的としたセミナーおよび個別相談会を開催（47件採択）

○新現役交流会
・2019年		7月　	新製品開発や販路拡大などの経営課題を抱える地元企業と、豊富な知識・経験・ネットワーク

をもつ企業OBとのマッチングを行う第6回「あしぎん新現役交流会」を開催

○経営改善計画の策定支援
・経営改善計画の策定完了先数	 117先
・中小企業再生支援協議会の活用先数	 51先

　〈経営改善計画策定支援実績（2019年度）〉

計画策定
当行主導

外部機関活用

協議会 その他機関 外部専門家

経営改善計画策定支援実績 117先 47先 51先 29先 105先
＊実績は、新規計画のほか、既存計画の見直し、期間満了に伴う再策定を含む。
＊外部機関等の活用については重複のケースがあるため、合計の数は一致しない。（例：協議会と外部専門家併用）
＊外部機関等のうち「その他の機関」とは、以下の公的機関を指す。
　	①地域経済活性化支援機構、②整理回収機構、③東日本大震災事業者再生支援機構、④産業復興相談センター、⑤経営
改善支援センター、⑥経営サポート会議、⑦事業再生実務家協会、（2019年度の活用実績は上記のうち⑤⑥）。

（3）	経営改善・事業再生支援
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　〈経営改善支援等の取組実績（2019年4月～2020年3月）〉	
項目名 2019年度

正常先を除く期初債務者数 A 6,191先
経営改善支援取り組み先数 a 430先
再生計画策定先数 b 108先
ランクアップ先数 c 44先

経営改善支援取り組み率 a/A 7.0%
再生計画策定率 b/a 25.3%
ランクアップ率 c/a 10.2%

○事業承継・M＆A等支援
・後継者への自社株式移転等の事業承継ニーズに関する相談　　920件（受付ベース）
・M＆Aに関する相談　　395件（うち15件成約）
・2019年		6月　	取引先企業における後継者育成のサポートを目的として、第21回「ニューリーダー養成道場（あ

しぎん後継者育成塾）」（主催：株式会社あしぎん総合研究所）を開催

地域の活性化に関する取り組み状況

○「まち・ひと・しごと創生総合戦略（地方創生）」への取組み
・	地域経済の活性化や持続的発展、地域の雇用創出等に向け相互に協力することを目的とした連携協定を地方公
共団体と締結しております。　
　※協定を締結している10地方公共団体：	栃木県、足利市、宇都宮市、小山市、下野市、栃木市、那須塩原市、

日光市、野木町、壬生町（県市町別、50音順）
・	連携事業を着実に実行していくため、自治体のトップや当行担当役員ほか自治体エリア内全支店長等が出席し、
連携協定事業の進捗報告や課題解決に向けた活発な意見交換会を実施しております。
・	連携協定を締結していない自治体に対しても、足利銀行が地域活性化に向け支援すべき取り組みを独自のKPI
（成果指標）・重点テーマとして策定し、営業店・本部が連携し具体的な活動を展開しております。

2019年度 2018年度 累計※

新規に無保証で融資した件数 8,683件 8,976件 33,046件
保証契約を解除した件数 504件 574件 2,580件
ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 10件 5件 27件
新規融資に占める経営者保証に依存しない割合 32.2％ 30.2％
※中小企業者に対する件数を集計の対象としております。
※累計は2014年2月のガイドライン適用開始時からの累計です。

（4）	「経営者保証に関するガイドライン」の活用
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